
一宮市告示第１６０号  

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により、

尾西グリーンプラザの設置及び管理に関する条例（平成２８年条例第５４号）別表

第２に規定する施設の使用料の徴収事務の委託について、次のとおり告示する。  

 

  令和６年４月３日  

 

                          一宮市長  中野  正康  

 

 

１  委託先    近鉄ファシリティーズ株式会社  中部支店  

支店長  三輪 昌則  

        愛知県名古屋市中村区名駅４丁目１０番２５号  

 

 

２  委託期間   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 


